
初回面接のポイント  

1初回面接   

初回面接も基本的には、前述した面接の基本的態度、ポイントなどに従って面接を進めます  

が、ここでは、相談者とケースワーカーが初めて出会う初回面接という場面で特に留意すべき4  

つのポイントを挙げます。  

（1）相談者の緊張緩和、不安の解消に努める   

相談者は初めて訪れる福祉事務所という場に緊張したり、自分の相談にのってもらえるかと   

いう不安、公的機関に相談をすることへの抵抗感を抱えている状況にあります。こういった相   

談者の心理状態では、困っていることや生活の窮状を福祉事務所に伝えることはできなくなり   

ます。この段階では、相談者の緊張緩和や不安の解消に努めることが、的確にニーズを把握   

するための第一歩となります。   

相談先が福祉事務所といっても、相談者が自分の窮状を初対面の人に話すことは難しく、   

勇気もいることです。そのため、例えば、「こんにちは。私は、福祉事務所の生活保護担当の   

00です。福祉事務所は、皆さんが生活などに困った時に、一緒に考えたり、悩んでいること   

を解決できるようにお手伝いするところです。気軽にお話をして頂いて結構です。秘密も守られ   

ますので安心してください。今日はどのような相談でしょうか。」などと、ケースワーカーは、挨   

拶と自己紹介を行うことから始め、福祉事務所に相談に来るまでに様々な葛藤を繰り返してい   

たであろうことの理解を相談者に伝えることで、相談者が相談しやすい雰囲気を意図して作る   

必要があります。  

面接の導入部で、相談者を精神的に支える姿勢を示し（支持）、さらに、相談者の秘密や相   

談内容を他者に口外することはないこと（秘密保持）、福祉事務所は相談者の抱える問題に対   

して何かしらの支援を行う機関であること（機関の機能の説明）、ケースワーカーの職務上の   

位置付けなどを説明し、安心感を持ってもらうことが必要です。   

こういった－一つ一つの相談者に対する配慮を積み重ねて、相談者の緊張緩和、不安や抵抗   

感の解消に努めることが、面接において信頼関係を構築していくために大変重要となります。  

（2）相談者の話をよく聴く（傾聴面接）  

面接の基本は傾聴です。相談者の話したいことを聴くことから始めます。ケースワーカーか   

ら質問や制度説明を行うばかりでは、相談者も窮状や相談したい内容を伝えることができない   

ばかりか、理解してくれないという不信感を抱かせたり、相談に乗ってもらえなかったという絶   

望感を抱かせる結果となりかねません。相談者は緊張や不安を持って福祉事務所に訪れてい   

るということを理解した上で、まずは相談者が困っていることを自分の言葉で話せるようにし、   

ケースワーカーが相談者から信頼できる人物であると認識してもらうことが大切です。沈黙も   

また相談者の一つの表現です。相談者が話し出すのを待つことも必要です。相談者が話し出   

すのが困難な場合は、語りかけをして話し出すのを促すようにします。さらに、相談者の話の   

内容を確認しながら面接を進め、相談者が表面化しない根本的な課題にも気付くようにしま   

す。  
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相談時間が長くなると、相談者もケースワーカーも疲労してきますので、面接全体の構成  

（時間配分）をイメージし、おおよそ1時間以内に収まるように心がけます。相談は傾聴を基本  

にしますが、相談者の述べていることが散漫になったり、いろいろな話になり、主訴がはっきり  

しない場合や、相談者の話の焦点がずれてきたり、話が違う方向へそれそうになった場合に、  

もとの流れに戻していくようにします（焦点化）。  

（3）相談者に分かりやすい言葉で説明する   

相談者は、その年齢、住んでいる地域、職業、これまでの生活歴など様々であり、その相談   

者の立場に立った分かりやすい言葉で話すことが必要です。とりわけ、公的機関で一般的に   

使われる言葉は、「お役所言葉」と椰愉されるように、一般的に馴染みがないこともあり事務的   

で冷たい印象を持たれがちです。   

こういった言葉一つひとつで、相談者は、自分の立場を理解して説明してくれていないと受   

け止め、最も重要な信頼関係を築くことにマイナスとなる可能性があります。ケースワーカー   

は、常に面接の際に専門的で難解な言葉を用いないよう注意するとともに、相談者の立場で   

分かりやすい言葉を使用することを心掛けることが重要です。   

（例）慣用的に使用されている略称  

生保（生活保護）、国保（国民健康保険）、市住（市営住宅）、実調（実態調査）、  

病調（病状調査）など   

さらに相談者の理解力、表現力を見極めながら、説明することが大切です。例えば、軽度の   

知的障害がある場合、理解されているように思えても、確認すると理解できてないということも   

あります。社会経験等の不足からくる理解不足もあります。面接の中でこのようなことを見極   

め、場合によっては、図を書いて説明するなどの工夫が必要です。  

（4）制度の説明と申請意思の確認  

面接を通じて、相談者の抱える課題が明らかになった場合には、その課題解決にどのよう   

な対応が考えられるか検討していくこととなります。   

経済的に困窮している場合であっても、支援内容には、他法他施策による公的年金制度や   

手当等の給付サービス、社会福祉サービスの活用、ハローワークといった公的社会資源との   

連携、親族・友人・地域といった私的な地域資源との連絡・調整が考えられます。ケースワーカ   

ーは、相談者が抱える課題、解決する能力・意欲、社会資源の有効性等に応じて、他法他施   

策や社会資源の活用方法や手続について十分に説明します。   

その際、他法他施策と併せて、生活保護制度の趣旨、手続き、保護の要件、扶助の種類や   

内容、権利義務関係などについて、パンフレットを用いるなどして誤解のないよう十分説明す   

ることが重要です。相談者は生活保護に対して正確な知識が無く、漠然としたイメージを持っ   

て来られる方が多いため、正確で丁寧な説明に心がけます。   

相談者の課題解決を福祉事務所が担えない場合については、福祉事務所が対応できる業   

務の範囲を明らかにし、福祉事務所では対応できないことを説明するだけではなく、福祉事務   

所以外にどのような機関が担っているか、相談窓口はどこかについても説明することが必要で   

す。社会資源の説明とともに、他の機関につなぐということが重要です。  

この段階では経済的な困窮状態にある事実に着目し、課題解決のためにどのような制度を  
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活用することが相談者にとって有効なのかという視点で対応すること、「制度から生活実態を  

見る」というのではなく、「生活実態から制度を見て、活用する」という視点で対応することがと  

ても重要です。   

このような相談者の立場を考えた懇切丁寧な説明を行うことで、相談者も自分が抱えている  

課題に対してどのような制度・手当・サービスが活用できるか、その中で自分に何が相応しい  

かということを考え、決定することが可能になります。   

また、併せて、訪問調査を始めとした調査の内容、それらの調査を行った上で保護の要件を  

満たす場合に保護の適用が決定されること、保護決定までの期間等、生活保護の申請から保  

護の決定までの流れを説明することで、相談者の不安は軽減されます。調査に対する理解を  

深めておくことも必要です。   

また、申請意思を確認していない段階では、過去の生活歴などの立ち入ったことを無理に聴  

くことは差し控えます。   

さらに、保護の決定までの期間の生活についても確認が必要です。相談者は生活が困窮し  

ているからこそ、来所します。切迫している状況もありますので、決定までの生活についても確  

認し、必要に応じた援助が必要になります。   

これらの説明を十分に行った上で、相談者の生活保護の申請の意思の確認を行うこととな  

ります。  

2 面接後のフォロー   

生活保護の申請に至らなかった相談者についても、相談者には自立に向けた何らかの課題  

があると考えられることから、面接において把握した相談者の課題に対応した他法他施策や社  

会資源の活用がなされるよう、必要に応じ活用可能な関係機関へ同行するなどして一緒に説明  

を受けたり、事前に該当する窓口へ情報提供を行うといった対応も必要となります。   

相談者が期待した他法他施策や社会資源を活用できなければ、課題の解決を図れず生活の  

目途が立たなくなる場合もあります。その場合には、遠慮せず再び相談に来所するよう、明確に  

伝えておく必要があります。   

さらに、近い将来、生活保護や公的制度を利用しなければならなくなる可能性が高い者につい  

ては、あらかじめ地域の民生委員や保健所等に相談者の生活状況について把握してもらうよう  

依頼するなどして、相談後の生活状況が一変するなど急な対応が必要となる場合に、すぐに福  

祉事務所の相談に結びつけられるような体制を整えていくことも重要となります。  
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第2節 アセスメント  
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第2節 アセスメント  

1アセスメントの重要性  

支援対象者に対して実際に支援していくに当たっては、具体的な支援計画を策定する必   

要があります。支援の実効を上げるようにするためには、的確な課題分析に基づく支援計   

画の策定が不可欠です。この課題分析がアセスメントです。  

自立支援プログラムが多数整備されたとしても、支援対象者の課題を的確に把握し、課   

題に応じた適切なプログラムが選択されなければ、有効な支援には結びつきません。かえ   

って、支援対象者が自立に向かうことを遅らせたり、妨げてしまうことも考えられます。自立   

支援プログラムを活用し、有効な支援を行っていくためには、支援対象者の課題をいかに   

的確に把握するかが鍵であり、客観的な事実に基づくアセスメントが重要になります。  

しかし、アセスメントを行うには、支援対象者から何を聴き、家族、関係者、関係機関から   

どのような情報を得るべきかなど、一定の知識と技術を必要とします。  

本章で述べるアセスメントシート、プログラムシートは、これを活用することによって、共通   

の視点で支援対象者の課題を捉え、検討することが可能となるとともに、ケースワーカーの   

課題の分析能力及び対応能力を高めることが期待できます。また、アセスメントの手法、自   

立支援のノウハウについても福祉事務所全体で共有することが可能となり、それらをねらい   

としています。  

2 アセスメントのポイント  

アセスメントを行う段階では、自立を手助けする視点から、過去や現在の生活状況や、学   

歴、職歴など立ち入ったことを聞いていきます。そのことを相手に伝えることが大事です。  

ただし、アセスメントシートの項目にある内容は、一度にすべて把握できるわけではなく、   

信頬関係（ラポール）が出来なければ聞き出せないことは多くあります。したがって、このア   

セスメントシートは必ずしも一度に全部埋めなければならないものではありません。  

アセスメントシートを全部埋めることを優先するあまり、尋問調の質問になったり、閉ざさ   

れた質問（「はい」、「いいえ」での回答）ばかり繰り返して短時間で面接を終わらせようとす   

るのではなく、まず、相談者に安心感を与え、相談者が自らの言葉で語ることを待つことが   

大切です。信頼関係の構築を何よりも優先し、聴き漏らした事項は追々訪問時に聞くことで   

よしとする態度で、余裕を持って面接に臨みましょう。  

3 アセスメントシート  

アセスメントシートについては、29頁以下をご覧下さい。まず、29頁に、アセスメントシー  

ト分類表を掲げました。一般的事項のアセスメントシートについては、30頁に基礎シート、3  

1頁に扶養・資産シート、32頁に生活状況シート、33頁に健康管理シートとなっています。   

また、これらの記載要領は34～37頁、記載例は38～41頁に載せてあります。就労支援   

と退院支援に関しては、この一般的事項のアセスメントシートの他に、それぞれの特性を踏   

まえたアセスメントシートを用いて行います（71～76頁、94～99頁）。  

次に一般的事項のアセスメントシートで、自立支援を行う上で活用できるアセスメント項目   

の各項目について、説明します。  
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「ク 主な扶養義務者との関係」、「ケ 保有資産の状況」、「コ 負債の状況」、「サ 日常  

生活の状況」、「シ 社会生活の状況」については、客観的事実の外に、支援対象者本人  

が、現状についてどのような認識を持ち、今後どのような生活を送りたいと考えているか、ま  

た、生活をどのように立て直そうと考えているかについて把握します。   

なお、ここで掲載されているアセスメントシートについては、必ずしもこの様式を使用する  

必要はなく、自治体の創意工夫により適宜修正して使用していただくものです。例えば、巻  

末に添付している埼玉県作成のアセスメントシート様式のような構成で使用することも考え  

られます。  

① 基礎シート（30頁）  

ア 世帯員の状況  

世帯員全員の基礎情報を記載します。2人以上の世帯員で構成される世帯について   

は、支援対象者以外の世帯員の健康状態や世帯員の相互関係を聴くことにより、これら   

が世帯の自立に向けた課題となっていないか確認します。  

イ 生活の状況  

最近の生活状況は、誰が何に困っているのか、緊急性はあるかを確認し、その困って   

いる状況が何に起因しているのか確認します。また、今まで抱えていた課題が、解決され   

たのか、解決されつつあるのか、解決されていないのか確認し、課題を解決するためど   

のような行動をとっているのか確認します。  

現在抱えている課題が過去の生活状況に起因しているのであれば、それが何かを確   

認します。  

ウ 住宅  

世帯人員に比べて狭陰でないか、歩行困難者がいる場合に外出等に支障がないかな   

ど住環境を確認します。また、高齢者の世帯であって、土地・家屋を所有する場合は、リ   

バースモーゲージによる資産活用が可能か確認します。賃貸住宅の場合は、家賃額が   

現在の生活を圧迫している要因になっていないか確認します。  

エ 就労状況  

働いている場合は、就労先、仕事の内容、就労時間、雇用形態、今の仕事についての   

満足度や希望等について確認し、働いていない場合は、その理由を確認し、稼働能力の   

程度を判定する上で基礎資料とします。  

オ 健康状態  

現在抱えている傷病や障害等により、就労や日常生活に支障をきたすものがあるか、   

就労する上で又は日常生活を送る上で留意しなければならないものがあるか確認しま   

す。  

力 民生委員や関係機関との関わりの状況  
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支援対象者と、民生委員や関係機関との関わりの状況について確認します。  

キ 他法他施策の状況  

現在受給している年金、手当等の他、日常生活の維持、向上のため活用している他法   

他施策について確認します。また、活用していない場合は、既に活用することが可能なも   

の、今後活用することが可能となるものを把握しておきます。  

② 扶養t資産シート（31頁）  

ク 主な扶養義務者との関係  

扶養親族との交流の内容や交流の程度を確認し、支援対象者に支援を行う際に、何ら   

かの協力が得られる扶養義務者がいるか確認します。  

また、本人が扶養義務者との関係をどのように考えており、今後どうしたいと考えてい   

るか、どのような支援を望んでいるかについて確認します。  

ケ 保有資産の状況  

保有資産の状況について確認し、活用できるものがあるかどうか確認します。  

コ 負債の状況  

電気・ガス・水道及び家賃等の支払状況を確認し、ライフラインが止まっていないか、ま   

た立ち退きを迫られていないか把握します。ローンの残高や返済状況について、債務整   

理の支援の必要性の有無を確認します。  

また、本人の現状認識を聴き、今後の生活の立て直しの方法について、本人の考え、   

希望する支援内容を確認します。  

③ 生活状況シート（32頁）   

サ 日常生活の状況  

日常生活の支援が必要か否か各項目を確認します。ただし、ある程度信頼関係ができ   

ないと書けない項目もあります。生活習慣が規則正しいか、室内状況が日常生活に支障   

をきたしていないか確認します。  

また、日中の過ごし方については、現在の健康状態から家事ができるか、また実際に   

行っているか、日常生活に支障をきたしていないか確認します。  

その他、2人以上の世帯員で構成される世帯については、他の世帯員の育児や介護   

の必要性があるか、育児や介護にストレスを感じているか、ストレスを感じている場合は   

その理由について確認します。  

また、本人の現状認識を聴き、日常生活に支障をきたしている状況についてどう考え   

ているか、改善したいと思っているかどうか等を確認します。  

シ 社会生活の状況  

日中の過ごし方から、定期的に出かける場所があるか、交友関係はどうか、近隣住民   

との関係はどうかについて確認し、社会生活の状況について把握します。  
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また、本人の現状認識を聴き、どのような支援を望んでいるか確認します。  

④健康管理シート（33頁）   

ス 疾病の状況  

特に生活上の課題となっている疾病について、本人の自覚症状や現在の治療状況など   

を、「オ 健康状態」よりも詳細に把握します。  

また、本人の現状認識を聴き、どのような支援を望んでいるか確認します。  

セ 入院時の状況   

特に、長期入院中の者など、退院した場合にその後の生活に課題があると思われる者  

を対象に、入院時の状況、入院前の生活状況及び過去の入院歴について把握します。   

また、本人の現状認識を聴き、どのような支援を望んでいるか確認します。  

※ アセスメントとは？  

アセスメントは、従来、事前評価、初期評価などと訳されてきました。現在では、アセ   

スメントは、初期段階だけでなく、支援対象者の状況の変化に合わせて、繰り返し、継   

続的に行うことから、アセスメントという言葉をそのまま用語として用いることが多くなっ   

ています。   

アセスメントは、従来の伝統的なケースワークの理論において、「診断」と言われてい   

た過程です。「診断」は、対象者の持つ問題点を発見し、その原因を究明しつつ、援助   

者主導で援助を行う流れの中にある段階でした。自立支援のプロセスでは、生活課題   

の解決は、支援対象者の主体性を尊重し、できるだけ支援対象者自身が行うことが望   

ましいものと考えられています。アセスメントは、支援対象者の希望を尊重し、支援対   

象者にできること、支援対象者の持つ良い点や支援対象者の持つ力を大切にしていく   

視点を含んだ概念になっています。  

※ 生活保護の受給要件を確認するための調査  

生活保護には、「困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保   

障する」という目的がありますので、生活保護の相談・申請に訪れた方に対して、保護   

の受給要件を確認し要否を判定するための調査も行う必要があります。   

本手引きで取り上げた自立支援のためのアセスメントと一体的に、こうした調査も行   

うことが、生活保護の相談援助過程における特徴でもあります。このため、アセスメント   

シートには、保有資産などの調査の項目も含めています。  

一28－   



アセスメントシート分類表  

様式番口   シート名   

様式1   
一般的事項  
（基礎シート）   

一般的事項  
様式2   （扶養・資産  

シート）   

一般的事項  
生活状況シー 

一般的事項  
健康管理シー 

就労支援  
様式5   

（基礎シート）   

就労支援   
支援検討シー 

退院支援  
様式7   

（基礎シート）   

支援検討シー 

退院支援  

使用目的  

シート名  内容  
ページ  

一般支援  就労支援  退院支援  

氏名、住所、世帯構成、生活状況、  
住宅・収入状況、就労状況、健康状  
態等   ◎   ○   ○   30  

一般的事項  

扶養義務者、保有資産、負債の状況  ○   △  31  

シート）   

日常生活の状況、社会生活の状況   
ト）  

○  ○   32  

健康状態、入院時の状況   
ト）  

○   △   ◎   33  

就労支援  
最終学歴、職歴、健康状態（就労条  
件）、就労意欲の判断、就労のイメー  ◎  71  
ジ・希望、CWの見立て  

就労支援  現在の求職方法、現在の支援方法、  
ト）  次期支援計画策定のポイント  ◎  72  

医療機関名、入院時の保証人、現在  

退院支援  
の病状、院内での行動、本人の希  
望・意思、CWの見立て、親族の希  ◎   94  
望・意思・支援の可否、退院支援に  

活用できる資源等、CWの見立て  

退院後の生活支援上の課題、現在  
退院支援  

の支援方法、次期支援計画策定の  
ト）    ポイント  

◎   95  

ヨ   
′二′・阜ニ  
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（参考様式1）  

一般的事項のアセスメントシート ≪ 基礎シート 仙 ≫  

平成0年○月OE】揚存 記入者  

氏名  性別  男・女生年朋 平成 年 月 日（歳）    担当者  

住所   県  市  
電話   （ ）  

町  丁目  －  00ア′く－ト   号  
携帯電蘭   （  ）   

世帯 類型  高齢・母子■障害・傷病・その他  保護開始年月日  年  月 日（過去の保護受給歴  ）  介護・育児を要する世帯Åの有無  無・有   
般  

墓  

世  
氏名  性別  生年月日（年齢）  職業・学校等  健康状態  礎 シ  

帯  
Å  

l  

の  
ト  

状  
況   

仙．  

生  

活  

の 状 況   
の  

生  
活  
状  
況  

持  家慶・土地の別   名義人  持ち分   抵当権  面積  固定費度税評価額  

ち  屋  

住  宅地  
宅  

賃  
家賃額   契約期間  家賃以外の支払い  

貸  円   年 月 日 ～  年 月 日  共益費・管理層等（  円）  

契約保証人   住環境 課題なし・課題あり（   

収入の種類  月額金額（円）  収入（予定）日  内訳等の詳細  

収  
入  

稼働収入  

状  他法他施策収入  
況  

その他の収入  

就労の有無  働いていない（  年   月  日から）・働いている（現在の仕事は   年  月  日から）  

管内 ■ 管外（  市）／ 通勤方法（電車・バス・自転車・その他〔  】）  

就労時間  まで ／1日  時臥 過  日、月  日勤務 ／ 日勤・夜勤・交代勤務  

就  雇用形態  正社■・嘱託・／シート・アルバイト ■ 派遣・その他（  ）   

労  社会保険等  なし・健康保険・厚生年金二雇用保険・その他（  ）   

状  
況  仕事の内容  

特技・資格等  

仕事をしていない理由  

状況  入院 ・ 在宅  

治療の有無  未治療 ・ 現在、治療中断中（  年  月頃から）・ 現在、治療中（  年  月頃から）  

未治療、治療中斬の場合の理由  

項目  内容  就労、日常生活で支障がある点、留意する点（本人の訴え及び医師意見等による）  

健  
康  

主な病名  

状                                             儒  医療機関  

態                                             病  服薬の状況  

自宅からの通院時間  

陣  
害  

障害者手帳  

等  介護認定  

民生委員との関わりの状況  無：有（民生委員名 関わりの状況 ）   

関係機関との関わりの状況  無：有（関係機軌担当者等  ）   

集他  
の法  

種類  

状他  
況施  内容  

備考  

≪付属するアセスシート≫  一般（扶養資産・生活状況・健康管理） 就労支援（基礎・支援検肘）退院支援（基礎・支援検討）  

一30－   



（参考様式2）  

一般的事項のアセスメントシート ≪ 扶養■資産シ∬ト 軋 ≫  

平成0年0月0日、0年0月0日現在 止A五  

1週間に  回・lカ月に  回・2年間に  回）  
話で話す（定期一不 食料品 ・ 日常生活用品）  
り状況（無・定期・ 

係   

煙が必要な点・支援上の留意点  

手持ち金  なし・ある（  円） ※調査時点 

なし・ある（  円） ※調査時点 

）／ 契約なし  

生  保険の種類  

保   保障内容   死亡、高度障害  万円、入院給付金1日  円、通院給付金1日  円、その他（  ）  

保  
有  

月額保険料   なし（既に全納）・あり（  円）   

資  解約返戻金   円  ※調査時点 
産  
の  山林、農地等  

く居宅以外の不動産）  
なし・あり ／ 名目  、面積  坪・ポ、固定資産税評価額  円）  

状  
況  

その他資産  

探が必要な点・支援上の留意点  

未納の公共料金  供給停止  未納、供給停止の状況  

年  月  日まで  

ローン等の返済  

債務整増Wできない理 

法宗’手続きの1夫況  

過去の自己偵摩歴  

過去の自己偵庵の源洲  

年金1別業の状況  なし・規有あるい偶人細  完r予定 勺 月．l・過去にあった十情人棚  

本人の睨状況減と増火解軍寄  

支傍が必華な点上鼠摘上の酵廃．Jヌ  
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（参考様式3）  

一般的事項のアセスメントシート ≪ 生活状況シート No．≫  

○月○日～○年○月○計現在，屁 入着  

項目   出勤日  休日  

起床時間  
生  
活  食事  

習  
偶  

家事  

帰宅時間  

就掻時間  

室  

内  
状  

台所  

況   
その他  

項目  健康状態からの判断  自分でしているか  誰かにしてもらっているか  生活に支障がある点  

洗濯  できる・できない  している・していない   はい（  ）・いいえ  

家事  掃除  できる・できない  している・していない   はい（  ）・いいえ  

料理  できる・できない  している・していない   lれ＼（  ）■ いいえ  

買い物  できる・できない  している・していない   はい（  ）・いいえ  

日  
常  

必要性の有無  項目  育児・介護の程度  生活に支障がある点  

生  
活 の  

移動  

状  食事  
況  

必要ない・必要がある  排泄  
他の世帯員の育児、介護  

入浴  

着脱衣  

ストレスを感じていない・感じている    理由  

生活費のやり繰り  できている・できていない    理由  
般  

アルコール・薬物依存等  課題なし・課題あリ  状況  
生  
活  
状  
況  

本人の現状認髄と将来展望  シ   

ト  

支援が必要な点・支援上の留意点  
N0．  

地域の公共施設  
定期的に出かける場所が  

ある  
その他  

一緒に出かける友人がいる  
日  
中  

交友関係  

の  連絡を取り合う友人がいる  

過  
地域の行事への参加  

社 会  

生  会話  
活  
の  近隣住民との関係  

状  挨拶する頻度  

況  

トラブルなど  

本人                                            の現状認孟経と将来展望  

支援が必要な点・支援上の留意点  
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（参考様式4）  

一般的事項アセスメントシート ≪ 健康簡】埋シート No， ≫  

平成0年0貝0月～0年0月U巳設立 亘己入念  

労することに間鴨ない   就労はできるが職種、勤務時間等で制限される ・ 就労できない  

処方している薬の内容・服薬回数  

今後の治療期間・治癒の見込  

受診医療機関  〉【 

退院時の症状及び退院先  

廉「年∴∴∴左云、痛打読下車車重二幸 

滑院時の症状及び退院升  

人の1  
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（参考様式り  

一般的事項のアセスメントシート ≪ 基礎シート記載要領≫  

氏名  男・女生年月日 平成 年 月 日（歳）  担当者   

住所   市  
電話  （ ）  

県  町  丁目  －  00アパート   号  
携帯電話  （ ）   

世帯 類型  高齢・母子・障害・傷病・その他  保護開始年月日  年  月 日（過去の保護受給歴  ）    介護・育児を要する世帯員の有無  無・有   
般  

基  

世  
続柄   氏名  性別l  生年月日（年齢） 職業・学校等  健康状態   礎   

帯  
シ  

鼻  
l  

の  ト  

状  
況   

lk   

・単身世帯であれば記載は不要。  
・2人以上世帯であれば他の世帯員の基礎情報を記軋これにより、他の世帯員の状況や他の世帯員との関係が世帯の自立に向けた課鰯となっていないか確認す る 

生  
．，  

活  

の 状 況   

の  t家族・教育・仕事・健康・絶済状況など支援に必要な情報を記入  
生  ・現在抱えている課題が、過去の生活状況に起因していないか確認する。  
活  
状  
況   

持  家屋・土地の別   名義人  持ち分l 抵当権  面積   固定黄塵税評価額  
ち  家皇   ・保護の要否判定に必要。  

住  地   ・宅地を保有しているのであれば、その状況によリリバースモーゲージによる資産活用を図る。  
宅  

賃  
家賃額   契約期間  l  

家賃以外の支払い  
貸                        ・家斉額が現在の生活を圧迫している要因になっていないか確認する。また、保護の程度を決定するために必要。  

契約保証人   l住環境 課題なし・課題あり（   

収入の種類  月額金額（円）   l  収入（予定）日  l  
内訳等の詳細  

収  
入  

稼働収入  

他法他施策収入  
・保護の要否判定に必要。   

状  ・保護の程度を決定するために必要。   
況   

その他の収入  
・資産、扶養義務、他法他施策を活用しているか確認する。   

就労の有無  

就労時間  

就  雇用形態  
労  社会保険等  ・就労していなければ仕事をしていない理由のみ記載。   
状  

仕事の内容  
・就労している看であれば、現在の就労状況について確認する。   

況  

特技・資格など  

仕事をしていない理由  

状況  入院 ・ 在宅  

治療の有無  禾治療 ・ 甥在、治療中新中（  年  月頃から）   現在、治療中（  年  月頃から）  

未治療、治療中斬の場合の理由  

項目  内容  l   就労、日常生活で支障がある点、留意する点（本人の訴え及び医師意見等による）  

健  
康  

主な病名  

状                                                  傷  医療機関  

態                                                  病  服薬の状況   ・現在抱えている傷病や障害等により、就労や日常生活に支障をきたすものがあるか確認する－，  

自宅からの通院時間  ・現在抱えている傷病や障害等により、就労する上でまたは日常生活を送る上で留意しなければならないものがあるか確認するく，  

陣  
害  

障害者手帳  

等  介護認定   

民生委員との関わりの状況  ・民生委鼻との関わりの状況を記入する‖   

関係機関との関わりの状況  ・関係機関との関わりの有無や担当者を記入するり   

策他  
の法   種類  嶋収入を得るため活用している他法他施策を確認する‖   

状他  ・日常生活の維持、向上のため活用している他法他施策を確認するい  
況施   内容  ・現在活用していないが、既に活用することが可能なもの、今後活用することが可能となるものを把輝する 

備考  

≪付属するアセスシート≫  一般（扶養資産・生活状況・健康管理） 就労支援（基礎・支援検討） 退院支援（基礎 ■支援機封）  
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（参考様式2）   

一般的事項のアセスメントシート ≪ 扶養・資産シート 記載要領 ≫  

平成0年n月∩目へ二D垂榔冊←  

関係惇  
，「▼】▲〟〟－▼ Ⅷ 【、山〟Ⅷ‥【、．ゝふ〟∧M…【－．、）＿．、【血【▼【  

交  
流  
毛  

主  
な  

扶   
養   
濃   
務  
者  
と  
の  

関  本人の現状認識と将来の展望等   ・i久雄義務者との馴真について本人かとのような現状云忍識ぎ・拍ち、1、・こl束は扶桑最務名に何を享り】持しているのか笥を確言君づる     係    ・通院介助や見守り等安否確認といブ／こF1常生活や精神面ての傍幼があれほ眉休的に評人する  

般  

扶   
養  

操が必要な点・支援上の留意点   ・支援担当者の所見なとを記入する   
彗  
産  
シ  

l  

ト  
手持ち金  なし・ある（  円） ※調査時点：  

預貯金  なし・ある（  円） ※調査時点：  仙．  

契約内容  保険社名（  ）、契約者（  ）、被保険者（  ）、受取人（  ）／ 契約なし  

生  保険の種類  
命  
保  保障内容  死亡、高度障害  万円、入院給付金1日  円、通院給付金1日  円、その他（  ）  

保  
有  

月額保険朋   なし（既に全納）・あり（  円）   

費  解約返戻金   円  ※調査時点：  

産  
の  山林、農地等  
状  （居宅以外の不動産）  なし・あり ／ 名目  、面積  坪・ポ、固定鷺産税評価額  円）  

況  
その他資産  

操が必要な点・支援上の留意点   ・支援一員当者の斬見なとを討人すくト   

未納の公共料金   供給停止  未納、供給停止の状況  うイプラインが條える状況か篠  
電気・ガス・水道  

なし・電気・ガスt上下水道  なし・電気・ガス・7K遺 即日極細 ノ 月から仇腑止諾す▼る  

支払い状況   未納・完納  月分家門から未納  

立ち退き後の行き 

ローン等の返済  
・規（iの負檎♂Jl′し畑い描法Jる  
一色イ閂の悼F東リ）、：何（〔ケ）ムり∴小確三さ■－ト乙｝  

法定手続きの状況  イに用絹江な＝れは慨綿豊押て㌢ い扶廿日H≠詰＝ィー  
∴J’iす緑・ヽの伏嵩木人の声∴／よとL′トト∴ト硝訳すそ   

過去の自己碩  ・灘人工しぃパ∴甘い眉」祐〉ニJがあん小＝恥／トい：、  

年令担保の状況  し・現在ある〈1  円、頻済完r羊簑1年月、・過去にあっ／二り薯入軸  
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（参考様式3）  

一般的事項のアセスメントシート ≪ 生活状況シート 記載要領 ≫  

正成∩鹿nB／「R一｝∩ヰl  

項目   出勤日  休日  

起床時間  
生  
活  食事  

習  
憤  

家事  ・毎日の生活習慣lこ支障がないか確認する。  

帰宅時間  

就寝時間  

室  

内   台所  ・生活習慣同様に居室内の状況を確認する。  
状  ・最低生活を維持するために必要な家具、電気製品が揃っているか確認する。  
況  その他  

項目  健康状態からの判断  自分でしているか 誰かにしてもらっているか 生活に支障がある点  

洗濯  

家事  掃除  
・家事の状況を確認する〔つ  

料理  

買い物  

日  
日  

必要性の有無  項目  育児・介沫の程度l  生活に支障がある点  

常  
生   

移動  

活  
の  食事   

状  ■単身世帯であれば記載は不要。   

況  必要ない・必要がある  ・2人以上世帯の場合、他の世帯員の世話をする必要があるか確認する。  
他の世帯員の育児、介護  排5世   ・他の世帯員の世話が必要な場合、生活に支障をきたしていないか確認する。  

・育児や介護により、生活に支障をきたしている場合、その内容を確認する。  
入浴  

着脱衣  

ストレスを感じていない・感じている    理由  ・他の世帯鼻の育児、介護により日頃ストレスを感じている場合、その理由を確認する。  

生活費のやり繰り  できている・できていない    理由  ・生活費のやり繰りができていない場合、その理由を確認する。  

般  

アルコール・薬物依存等  課題なし・課題あり  状況  ・課題があればその状況を確認する。  生  
活  
状  

本人の現状認識と将来展望   ・日常生活における本人の現状認識と、今後、どのような生活を送ろうと考えているのか確認する。  況  
シ  

l  

ト  

支援が必要な点・支援上の留意点   ・支援担当者の所見などを記入する。   
恥．  

地域の公共施設  
定期的に出かける場所が  

ある  
その他  

一緒に出かける友人がいる  

日  交友関係  ・社会生活の状況について把握する．，  
中  
の  

連絡を取り合う友人がいる  
・必要に応じ、以下の点についても留意し記載、，  

過   ア．壬が高齢者の場合は、キーパーソンとなる人（近隣の知人，身内・民生委員り町内会の役員等）の有無及  
地域の行事への参加           び地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介渡予防事業所、介護サービス事業所等との関わリ  

社  イ 主が障害者の場合」埠害福祉担当課 保健センター 保健所等との関わリ   
会  会話  ウ．児整の場合は、児童福祉担当課、学校、子ども家庭センター等との関わリ  
生  
活  近隣住民との関係  
の  挨拶する頻度  
状  
況   

トラブルなど  

本人の現状認識と将来展望   ・社会生活における本人の現状認識と、今後、どのような生活を送ろうと考えているのか確認するい  

支援が必要な点・支援上の留意点   ・支援担当者の所見などを記入する． 
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（参考様式4）  

w般的事項アセスメントシート ≪ 健康管理シート 記載要領 ≫  

年○月jユ且二∩隼∩月nB現在w記Å畳  

● 

通院医療機関  

▲む軋頼 
自  

就労 
症  ‾  

就労 

・立揉ヌ 

病 名  

通院頻度   週 

疾  
病  
の  
状  
況  

医  
の  
意  
見  

理解 
対象者の病気・症  

■主治医 

・支援対 

・支援担 
の留意点   

入  
院  
時  
の  
病  
状  

現  
在  

入  
院  
前  
の  
生  
活  
状  

合等、‖ 
入  
院  
時  
の  
状  
況  

病院・医院・診療所  

lこ支援をi葺きすぞ－と考えと〕jlる場合に吾】．人する  

・1〕聴牌≠三  
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（参考様式り  

一般的事項のアセスメントシート ≪ 基礎シート 記載例 ≫  

平成0年0月08現在恥  
氏名   00 00  性別  ㊥■女生年月日  S●●年●●月●●f＝50歳）  担当者   △△ナースワーカー   

住所  ●●市●●町●● ●●アハート●●●号室  
電話   （  ）  

携帯電話   （090）   

世帯 類型  高齢・母子・障害痛論■その他  保護開始年月日 平成t8年10月5日（過去の保護受給歴 なし ）  
般  

介護・育児を要するせ帯貞の有無 ㊨有   

基  

世  
氏名  性別  生年月日（年齢）  書兼・学校等  健鷹状態  礎  

帯  
シ  

（単身世帯）  

員  
l  

の  
ト  

状  
況   

はL  

半年前から仕事をしていない。それまでは、警備会社の交通誘導員として働いていたが、なかなか仕事を回してもらえないことを理由に、会社別と口論となり自主退  
社した。働いていたときは、1カ月の就労日数が10口糧度しかなく、その給料だけでは生活することができず、父から仕送りをしてもらっていたが、それでも生活費が足  
リずに借金を繰り返し生活している。働きたいが、何の汗格もなく、今の年齢ではなかなかいい仕事先が見つからないい父にはいままでも借金の眉代わりをしてもらって    おり、これ以上仕送り縮を増やしてもらうことはできない。  

生                    既に、ガス代が支払えず先月から止められており、自宅で風呂にも入ることができないし，更に今月分の家賃も未払いの状軌このままでは、電気料金や水道料食も支   
活  払えなくなる可能性がある。  

の 状 況      退 去  ロ高校卒築後、●●市内の電化製品の組み立てエ場に就軋10年間働くも、離婚後退社しパチンコ店の店員、建設現場の作業員、警備会社の交通誘導の職を転々  
の  とし、半年前に失職。  
生  ・22歳で会社の同僚と婚姻。2児（長女、長男）の父となる。  
活  。本人のギャンブルと借金が原因で28歳時に離乳子供達は妻が引き取る。子供が幼少の頃は会っていたが、約15年くらい前から音信不通前妻と子供達は既に転  
状  
況   

持  家屋・土地の別   名義人  持ち分   抵当権  面積  固定資産税評ヰ嶺  

ち  家皇   なし  

住  宅   なし  

宅  
賃  

家賃額   契約期間  家賃以外の支払い  

賞  40，000 円   H17年4月1日 ～ H 年 月 日  共益費・管理費等（  円）  

契約保証人   墳  由題あり（  ）   

収入の種類  月額金額（円）  収入（予定）日  内訳等の詳細  

収  稼働収入  
入  

なし  

状  他法他施策収入  なし  

況  
その他の収入  仕送リ10．000円  月末  父から   

就労の有無  1柾更紗、（ 年  月   日から）・≠し、ている（現在の仕事は  年  月  日から）  

労先  書内二管外（ 市）／通勤方法（電車■バス・自転車・その他〔   〕）  

就労時間  まで ／1日 時肌 週  日、月  日勤務 ／ 日勤 一 夜勤・交代勤務  

就  t用形態  正社Å・■託 ■ ′く－ト・アルバイト・派遣 ■ その他（  ）   

労  社会保険等  なし・健康保険・厚生年金■t用保険・その他（  ）  

状  
況  仕事の内容  

特技・資格等  本来、体力には自信があるとのことり資格はない 

仕事をしていない理由   求職活動（週1匝いローワ¶クにて）を行っているが、採用に至らない 

状況  入院  く＝二」夏至〉  

治療の有無  未治療 ・ 現在、治療中斬中（  年 月嘆から）・ 東森崩沖（平成00年0月噴から）  
乗治療、治療中断の場合の理由  

項目  内容  就労、日常生活で支障がある点．留意する点（本人の訴え及び医師意見等による）  

健  
康  

主な病名   高血圧症、♯尿病  いずれも服薬を継続していれば、特段、就労や日常生活に制約はない   

偏         状  医療機関   00医院  2週間に1桓］通院し、薬を処方してもらっている（，通院状況の問題lまない 

態  病   服薬の状況   降圧剤  主治医から毎口服薬するよう指示され、指示どおり服薬している 

自宅からの通院時間   徒歩20分  自宅から最も近い医療機関  

醇  
害  

障害者手帳  

等  介雄認定  

民生委員との関わりの状況  ′い．有（民′と委員名00 委員  関わりの状況：話す機会は少ない  ）   

関係機関との関わりの状況    無・右（関係機関・i日当者等   

策他  
の法  

種類  なし  

状他  
況施  内容  

備考  

≪付属するアセスシート≫  一般（扶♯資産・生活状況・健康管理） 就労支援（基礎 ■支援検肘）退院支援（基礎・支援検討）  
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（参考様式2）  

一般的事項のアセスメントシート ≪ 扶養・資産シート 記載例 ≫  

三正l檜∩崖∩8nR～∩錘  

関係性   氏名   続柄   交流の内容  交流の柁度  

祭欝二書二雲認 交流頻度1週間に 巨】5・1カ月に し‖′」1年間に2［司 
●● ∧△し○●  両親   仕送り内容月平均10UOO†1  食料品  日常生活用品  

交  イ士遥り状頒無・註鄭巨∴不定射巨   その佃の支掛′ 惜舎を仙郡肩代わLノ  
流  
有  ［舌】会をする∴古那 一不定掛巨  交三先頻度rl週間に  トj】・1カ月＝＿ 【亘1・2年間に  回 

叢話て話す（定≠ ■不定期  仕送L」内容 r月平均  円  食料品   日常珪活用品 
イ±遥㌧日大茄無■是、朋・不言1朋．L   その他の支援 

主  
な  ●●00、○△  交流か遠経え√二輪斯  
扶  15年前から 原因 師妻と一緒に生活していおり転居に伴い音信不通   

養  ●●△○   兄  
交流が途絶えた婚期  開票書こ諾釦）師わ腰してもら1たことから＼会うことや連絡することを拒否さ  

者  
10句＝前から1  

と  
の  
関   子供達には申し訳ないと思っている 会いたいとは思うが、今更、会わせる細かない 兄や娘遠にも迷惑をかけたと思っている 爾槻だ  
本人の現状認識と将来の展望等             係    りlま助けてくオtるが、これ以上、身内に迷惑はかけられないし、相手もしてくれないと思う本人談 般  

扶   
養  

操が必要な点・支援上の留意点   ■年金で生活する両親については、これ以上の経済的援助は困難だが、交流か今後も途絶えることがないよう見守る  資  
～人の子については、．主の会いたいという思いもあり、将来的に少しでも繋がL」を持てるよう、何らかの支接を今後検討  産  

シ   

なし・⊂高為（5 000円） ※調査時点：平成18年10月  
ト  

手持ち金  

預貯金  なし・（：ある（789 円）  ※調査時点：平成18年10月  仙．   

契約内容   保険手土名∴ 県民共演、契約者 本人 ∴被保険者（本人 ∴受取人本人．死亡時は父 契約なし  

生  保険の種類   死亡時・高度障害時保障、入院時医療保障  
命  

保  保障内容   死亡、．高度一握害 200 万円、入院給付金1日 2，00（〉 円∴通院給付金1日 t OOO 円、その他 

有   険   
資  

月額保険料   なし慨に全鰍（こ軌巨 2，000 町   

産  解約返戻金   円  ※調査時点 
の  

状 況  山林、農地等 （居宅以外の不動産）  くなじ・あり ／ 名目  、面積  坪・ポ、固定資産税評価額  円）  

その他資産  

操が必要な点・支援上の留意点  

未納の公共料金  供給停止  未納、供給停止の状況  
電気・ガス・水道  

なし・電気・（登云）・上下水道   なし・電気・（二芸議・水道  ●月分から未納．・／ ●月から供給停止  

支払い状況  （藁砂・完納  ● 月分家賃から未納  

家賃・地代  立ち退き予定  （笹D・あり  年  月  日まで  

立ち退き後の行き先  く笹⊆）■ あリ  

借入先  ●●クレジット、CO口一∵ン  

借入金残高  合計20り力Ilj  
ローン等の返済  

返済状況  月2万一l】の湧済約束／土か、保絶間始後さ帯締 舎利は2（）0′D以上  

借入原因  保岩空間拍以前、ノ＝－．≒ぜ＝こ充｛：るため∴桓済のあでL左く惜り入れ  

負  
債務整理ができない理由   i反演は杓難な1人ご兄r、法的了続きを横言川】   

慨  法定手続きの状況  兼帯千 来月の■†】‡催無料ン去律用談へキてくウニi 

の  自己破産  
状  過去の自己破産歴  ∴li   

況  過去の自己破産の原因   1よ’l  

年金担保の状況  （なじ・現在ある（借入軸  円、返済完了予定 年 月）・過去にあった（借入禎  円）  

祷∴描亨ご1し／ト、しj／－い′ニノ7ノLし乱し釣」梢食す招り燕十てし  工，描鳶十け打′∴＼とし、りいとi、≠ミう小、とr、≠J無理・1，の「 r∴キ  
本人の現状認識と将来展望等           J＝r‡イ】己礪ぷ結＝‘紙さⅠ裾〃＿い そうイれけ、†‡ミ含さお写・り沌J巨うノて◆二とr二i2ぎ態とし：1い 九人 

慨務響理セ？粟7［二〕ノノラ上しハそこ川い射（十立∴i日石7【」ウテ／∴7）′（二］ 阜 リ∵針紆豊野み理∵蟻11り㌧トり‡略称畑沃津川バ  

支援が必要な点・支楼上の留意点  i，一筒‡一冊 ナフ」上．ミて沫ノ＝ウラ∴＼浩り㍉甘け  

ト 照石－′も∴†人・やりい㌣雪上」’ノリ州 
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（参考様式3）  

一般的事項のアセスメントシート ≪ 生活状況シート 記載例 ≫  

ヨ三6瞥∩生n El（ R．、．／■ヽ  

項目   出勤日  休日  

起床時間  ●時頃  
生  
活  食事  】n2食（昼と夜）、弁当やインスタント食品が中心  

習  
亜   

家事  洗湖、掃除、買い物（不定期）  

帰宅時間  家にいることが多し＼   

就寝時聞  ●時偵  

室  室内全体の整理整頓  特に散らかっている様子はなく、ゴミもたまっている梯子はない。  
内  
状   台所   インスタント食品が大足にあり、食器や鍋等が使ったままというようなことはない．  

況   その他   家財道具や電化製品は最低限度揃っている。  

項目  健康状態からの判断  自分でしているか  誰かにしてもらっているか  生活に支障がある点  

洗濯  で軍勢・できない  ①る・していない   はい（  ）・いいえ  なし  

家事  掃除  軍彗巨 できない  u王堅為・していない   はい（  ）・いいえ  なし  

料理  領空券・できない  している・し重さない   はい（  ）・（9  栄養幣理に不安がある  

貰い物  ⑪・できない  し笹殖・していない   はい（  ）・いいえ  なし  

日  必要性の有無  項目  育児・介護の程度  生活に支障がある点  
常  
生  移動  
活  
の  
状  食事  

況  
く車車重・必要がある  排泄  

他の世帯慎の育児、介護  

入浴  

着脱衣  

レスを感じていなし・感じている    理由  

生活費のやり繰り  ⑲・できていない    理由  
般  

アルコール・薬物依存等  ㊥・課鮎リ  状況  
生  
活  
状  
況  

本人の現状認漁と将来展望   一人暮らしをしていると、料理して食事しようとは思わない。日常生活で囲っていることはない。  シ  
l  

ト  
・家にいることが多く、運動不足が懸念される。就労先が見つかるまで、1日1回はジョギングなど外に出るよう助言q㌧  

仙．  

申し，   

地域の公共施設  図書館  

定期的に出かける場所がある  

その他  レンタルビデオショッブ、00ス…八州  

一緒に出かける友人がいる  いない  
白  
中  

交友関係  

の  連絡を取り合う友人がいる  いない  

過  

社 円  
地域の行事への参加  していない   

コて  
活   

会話  ほとんどしない   

の  近隣住民との関係  

状  挨拶する頻度  ほとんどしない  
況  

近隣住民とのトラブル  ない  

日中買い物に汁抽、りると、公凰や駅のベンチに自分と同じくらいの年齢の人がいるのを見る〉昼間から何もすることがないのだなと思うと、  
本人の現状認諦と将来展望        周凧から自分も同じように見られているんだろうかと急に不安になるく仕事に就けば、肩身の狭い思いはせず、レ⊃と社会に出て行けると思  

う  

支援が必要な点■支援上の留意点   ー本人も現ゎの′L溝に不安を悠じており、社会との繋がりを保つ上ぐモノ就労への曳條が必要   
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